
　重点目標一覧表 担当部局名 こども未来部
【平成２５年度重点目標】 【平成２６年度重点目標】

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

① 年度内に園舎建築工事のしゅん工

② 年度内の建設用地取得

③ 年度の早い時期に地元協議等に着手

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

①

 ア 年6回程度開催

 イ H27.3月までに計画策定

② 8月までに構築

③ 9月議会で条例制定

④ 10月頃から開始

⑤ 8月頃から開始

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

①ア 7月に、3,000部（1,500部/年）作成

　　し、全出生児に配布

 イ 7月に1,500部作成し、支援を必要と

　 する希望者に配布

 ウ 7月に支援者用と一般向け用各2,000

   部を作成

②

 ア 相談事業48回、巡回指導48回を開催

 イ 4ｺｰｽ43回開催

③ 新たに4校4園を加え、9校10園で実施 

④ア 公開保育:東部保育園(10/10)実施

 　　学習会:6月と7月に2回実施

 　　児童発達支援ｾﾝﾀｰ研修:6月～10月に

 　　かけて実施

 イ 11月に2回実施

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

①ア 11月虐待防止月間を中心に講演会

 イ 要保護児童対策協議会の開催と個別

 　ケース会議を随時開催

②ア ひとり親世帯向けの講演会(5月)で

 　の制度説明

 イ ﾊﾛｰﾜｰｸや県の就業支援員との連携

③ 6月に5,000部作成し配布

④ ７月頃先進地視察

⑤「ひろば」等での活動者を90人に

市長指示事項 市長指示事項

　・保育士と教職員が交互に訪問し、受入時の

　　対応の確認や授業参観を実施

⑤ 子育てサポーターの活動者の強化と連携

 イ 小集団保育（のびのび広場）開催

 ア 発達相談事業　巡回指導　

④ ア 公開保育実施（西塩田保育園：10/10）

　ア 支援と連携のため、相談や教室等の参加状況が確認できる

   や情報提供を実施

　「利用者支援事業」導入の準備

 ・先進地の視察

　ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座の開催とｻﾎﾟｰﾀｰ通信を発行

 ア 支援事業の啓発及び就労支援の充実のため関係機関との連携を強化

⑤ 制度内容等の関係事業者、利用者への周知・説明

・幼保小中間の相互理解と連携強化のための新たな取組の実施

⑤新制度の内容の周知・広報 ⑤ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配置や出前講座等により周知を実施

① 虐待予防と早期発見、適切な対応のための体制づくり

　　「育ちの記録」の作成と活用

　　　児童発達支援ｾﾝﾀｰ研修8回実施

 ウ 敷地造成工事 　ウ 工事着手（H26.2.6）し、翌年度繰越  ・地元関係者との協議、調整、用地検討

１

上田市保育園等運営計画に基づく保育施設の整備 上田市保育園等運営計画に基づく保育施設の整備
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

① 神科第一保育園の整備

　ア 移転登記を経て全筆の取得完了（H26.2.5） ② 神川地区統合保育園の整備

 イ 実施設計委託 　イ 当該委託業務の完了（H26.3.21） ③ 丸子地区統合保育園の整備

① ① 神科第一保育園の建設

 ア 建設用地の取得

２

「子ども・子育て支援新制度」への円滑な移行に向けた取組 「子ども・子育て支援新制度」への円滑な移行
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

①「次世代育成支援後期行動計画」の進捗状況把握及び評価・検証

④新制度管理電算システム構築の準備

① 上田市子ども・子育て支援事業計画策定

②子育て支援に関するニーズ調査の実施及び結果取りまとめ ② 2月～3月で調査と取りまとめを実施  ア 子ども・子育て会議開催、意見等の聴取
③「(仮称)上田市子ども・子育て会議」の設置及び子ども・子育て支援事業計画の策定着手 ③ア 上田市子ども･子育て会議(委員20人)を

② 神川地区統合保育園の整備 ② 建設候補地について検討中

①進捗状況把握のうえ、次世代協議会で報告、意見等聴取

 イ 事業計画の策定

 イ「(仮称)上田市子ども・子育て会議」での協議開始 　イ 12/13から会議を計3回開催し協議を開始 ③ 小規模保育事業認可基準等関係基準の条例制定

④ 保育ｼｽﾃﾑ改修委託契約を締結

 ア「(仮称)上田市子ども・子育て会議」の設置      条例で設置　 ② 新制度管理電算システムの構築

④ 保育の必要性認定

３

発達支援体制の強化・充実 発達支援体制の強化・充実
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

①発達相談センター事業の充実【定住自立圏取組項目】 ① 発達相談・支援体制の充実強化

 ア 障害児等発達相談事業、巡回指導事業【定住自立圏取組項目】

・サポーターの活動しやすい体制の整備

⑤ ｻﾎﾟｰﾀｰ連絡会議時、救急法等の研修を実施

 イ 要保護児童、要支援世帯への支援充実のため関係機関との連携強化 　イ 関係機関と連携し、随時ｹｰｽ検討の開催  イ 要保護児童、要支援世帯への支援充実のため関係機関との連携強化

多様なニーズに応えるきめ細かな子育て支援施策の充実
具体的な重点取組項目（箇条書き）

⑤ 子育てサポーター養成講座の充実

 イ 小集団保育（のびのび広場）開催

　 と豊殿保、塩尻小と塩尻保で実施

 　イ 11/5,27実施

② ひとり親世帯への支援の充実

 ア 虐待予防の啓発

・メール配信サービス等を活用した情報発信による周知

具体的な重点取組項目（箇条書き）

② ひとり親世帯への支援の充実 ②ア 就労希望者に対しての関係機関への紹介

  イ 日帰りﾂｱｰとﾘﾗｯｸｽ講座を開催

   啓発活動を実施  ア 虐待予防の啓発

①ア 虐待防止の講演会を2回開催、また街頭で

② 障害児等への支援の充実

 イ 保育所職員に対する研修の実施

　　　保育学習会2回実施（6/19、7/12）

① 虐待予防と早期発見、適切な対応のための体制づくり

 ア 支援事業の啓発

 イ 就労支援の充実のため関係機関との連携を強化

　イ 情報の共有により支援が円滑に継続できるための支援ﾉｰﾄ「つなぐ」

　　の活用

・発達相談センター事業については、充実が図られるよう取り組むこと。
・子ども・子育て支援新制度への移行については、国の動向を見据えながら円滑に進むよう取り組むこと。
・幼保小中の連携については、教育委員会事務局とも連携し引き続き推進すること。

・神科第一保育園整備については、計画どおり進むよう着実に取り組むこと。・発達相談・支援体制については、引き続
き充実できるよう取り組むこと。・幼保小中の連携については、効果が波及するよう引き続き推進すること。

⑥「ながの子育て家庭優待パスポート事業」 ⑥ 3月下旬に全該当世帯に新たな有効期限のｶｰﾄﾞを送付

４

 イ 保育所職員に対する研修の実施

②障害児等への支援の充実

③幼保小中の連携の推進

④発達障害児への支援体制の確立【定住自立圏取組項目】

 ア 発達支援担当保育士育成研修の実施

① 保護者に対してのﾍﾟｱﾄﾚや親子教室の開催

　一般向け講演会や支援者向け研修会の開催

② ア 発達相談事業(ｶﾙﾃﾞｨｱ会への委託等)48回

　　　巡回指導　56回

 　イ 4ｺｰｽ 43回実施

③ 城下小と城下保、塩川小と塩川保、豊殿小

・出生時に赤ちゃん手帳と一緒にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布

・ﾒｰﾙ配信により月１回情報を発信

　　　（6/6,7,10,11,14,10/11,15,18）

達成状況・達成度

多様なニーズに応えるきめ細かな子育て支援施策の充実

③ 母子寮の生活環境改善工事施工 ③ 居室エアコンの設置完了

④ ひろば事業の充実 ④ ひろば利用者延べ91,767人/年

 イ 新たなニーズ把握と多様な親と子の交流事業の実施

③ 親子ひろばの周知

 ・パンフレットの作成と活用

④ 教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるための

　ウ　発達支援事業の啓発のためのｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの作成

③ 幼保小中の連携の推進(ｽﾀｰﾄｶﾘｷｭﾗﾑに向けての連携)

 ・東塩田小学校と東塩田保育園　・丸子中央小学校とわかくさ幼稚園

 ・本原小学校とさなだ保育園　・ 武石小学校と武石保育園

④  発達支援に関する保育士の専門性の向上【定住自立圏取組項目】

 ア 発達支援担当保育士育成研修の実施


